
 葛飾区新金貨物線旅客化整備基金条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

  令和８年３月27日 

 

                      葛飾区長 

 

葛飾区条例第11号 

 

 

   葛飾区新金貨物線旅客化整備基金条例の一部を改正する条例 

葛飾区新金貨物線旅客化整備基金条例（令和２年葛飾区条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

題名を次のように改める。 

  葛飾区新金線を活用した新交通整備基金条例 

第１条中「新金貨物線の旅客化」を「新金線を活用した新交通」に、「葛飾区新金貨物

線旅客化整備基金」を「葛飾区新金線を活用した新交通整備基金」に改める。 

   付 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


